
様式２（第３関係）

－ －

（ （ （ )

( )

● ● ● ●国 ％●県 ％○市町村 ％○その他 ％

( )

( 年 月 〈前回計画時

百万円

①　

( ) ( ) ( ) ( ) ② 　　　　　　　( ) ( ) ( )

③　 ⑤　

( ) ( ) ( ) ( ) ④ 　　　　　　　( ) ( ) ⑥ ( )

・ ・

％ ％

（ ％） （ ％）

％ ％

％ ％

％ ％

その他

担当部課名 県土整備部 都市計画課

公共事業再評価調書
（１／３）

整理番号 R2－8

９６８４

Ｅ－ＭＡＩＬ toshikei ＠pref.aomori.lg.jp

電話番号 ０１７ ７３４

１　事業概要

事業種別 都市公園事業 事業主体 ● 県 ○

年） ● 再評価後 5 年） ○

市町村 ○ その他

再評価実施要件 ○ 未着工 ○ 長期継続

事 業 名 都市公園事業 地区名等 新青森県総合運動公園 市町村名 青森市

採択年度 平成 8 年度 用地着手 平成 8

事業方法 国庫補助 交付金 県単独 財源・負担区分

年度 ／ 工事着手 平成 8 年度

5050

3 工期変更 令和 5 年度〉)

事業目的

　現青森県総合運動公園の施設の老朽化等に対応すべく、運動施設の拡張事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を実施した
ところ、三内丸山遺跡が国内最大級の縄文遺跡であることが判明したことから、県はこれを保存することとし、新た
な総合運動公園を青森市宮田地区に移転整備することに決定した。
　国際的・全国的競技の開催可能なスポーツ施設を備えるとともに、高齢者はもちろん、様々なハンディキャップを
持った人々も含めた県民各層が、日常生活の中で利用できる健康福祉の拠点となる総合運動公園を整備する。

終了予定年度 令和 10 年度 令和 2

0 ha

運動施設工 8 箇所 8 箇所 0 箇所

公園面積 86 ha 86 ha

・公園面積及び運動施設数については再評価時（3回目）から変更していない。
・陸上競技場完成に伴う事業費の精査、新水泳場の入札結果により、総事業費及び維持管理費を見直し（増額）
している。
・教育委員会において策定した「青森県スポーツ振興基盤計画」（H23年10月策定）に基づく整備方針及び令和7
年に予定されている国民スポーツ大会（以下、国スポという。）の本県開催時期に合わせて、事業期間を見直し
（延長）している。

事 業 費

○再評価時総事業費 76,409 （単位：百万円）

～H29年度 H30年度 R1年度

主な内容

区                 分 再評価時（3回目） 再評価時（4回目） 増    減

R2年度 小　計 R3年度～ 合　　計

計　　　画 60,658 79,342

（うち用地費） 5,878 0 5,878

〈2年3月変更〉 　

実　　　績 51,244 6,644 1,070 84 59,042

18,684

20,300 79,342

（うち用地費） 5,878 5,878 0 5,878

［③／⑤］ 97.3 ［③／①］

（うち用地費） 100 ［④／⑥］ 100 ［④／②］

２　評価指標及び項目別評価

（１）　事業の進捗状況 Ａ Ｂ Ｃ

事業の進捗状況

計画全体に対する進捗 年次計画に対する進捗

事　業　費　割　合 74.4

主要工種
毎割合

（事業費）

公園供用率（　86ha） 94.4 100

運動施設工（59,161百万円） 85.9 85.9

他公園整備工（14,303百万円） 100 130.8

説    明

・整備を進めていた陸上競技場は、令和元年９月１日に供用開始し18.4haを追加開園している。
・教育委員会で策定した「青森県スポーツ振興基盤整備計画」（H23年10月策定）においては、陸上競技場の整備を最
優先で進め、水泳場及び野球場については、国スポの本県開催時期を踏まえ、順次整備していくこととしている。
・本県においては令和7年に国スポの開催が予定されているが、国スポの競技施設基準に適合するプール施設がないこ
とから、国スポ開催までの供用を目指して水泳場の整備を進めている。
・水泳場はＰＦＩ方式により事業を実施しており、令和2年1月には事業者が決定したことから、今後は契約手続を進
め、令和3年度からの工事着手を目指している。

問題点・
解決見込み

・「青森県スポーツ近郊基盤整備計画」に基づく整備方針及び令和7年の国スポに向けて、陸上競技場や水泳場の整備
など、概ね順調に事業の進捗が図られている。

事業効果
発現状況

・平成15年1月に開館した「青い森アリーナ」では、各種スポーツ大会、コンサート及び展示会場として利用されてお
り、平成30年度の利用者数（有料利用者、大会・イベント参加者等）は約526千人となっている。
・平成24年4月に追加開園した球技場については、大会やサッカー教室などに活用されている。
・平成25年にさくら広場に遊具を設置し、親子連れで賑わっている。
・令和元年9月に追加開園した陸上競技場については、東北高校新人陸上競技大会など各種大会に活用されている。



・ ・

・ ・

（２／３）

整理番号 R2－8

（２）　社会経済情勢の変化 Ａ Ｂ Ｃ

必 要 性

・老朽化が進む現運動公園の代替施設の整備は、県民を対象としたスポーツの環境づくりを推進するた
め、広域的見地から県が実施するものである。
・平成７年度に新運動公園を整備する上での適地の検討を行い、地理（アクセス条件等）、地勢（地形、
十分な面積の確保等）などを総合的に判断して青森市東部の宮田地区への移転を決定した。
・県選手の競技力向上を図るためには、県レベルのスポーツ大会はもとより、国際的・全国的規模の競技
会の観戦機会を享受できる施設整備が必要である。

a  ． b 

適 時 性

・現運動公園の運動施設は既に築後約５０年を経過し老朽化が進行していること及び本県には国スポの競
技施設基準に適合するプール施設がないことから、本県において令和7年に開催が予定されている国スポ
に向けて、計画的に整備しなければならない状況にある。

a  ． b 

社
会
的
評
価

全国・本県に
おける評価

【全国の評価】 【県内の評価】

国の基本方針
①地球温暖化の防止、生物多様性の保全、自然再生等に資
する公園緑地の保全・創出　②災害時の避難地・避難路、
復旧・救援活動の拠点となる防災公園の整備　③歴史的・
文化的資源と一体となった都市公園の整備　④地域住民や
ボランティアの参画・協働による緑とオープンスペースの
確保

・「青森県広域緑地計画」（平成10年6月策定）では、都
市公園の整備水準を平成20年で16㎡/人、平成30年で20㎡/
人を目標としている。
・平成30年度末では18.25㎡/人であり目標整備準を下回っ
ている。

当地区にお
ける評価

・本公園は、青森市地域防災計画において指定避難所及び指定緊急避難場所に指定されている。
・青森市での都市公園の整備水準は、30年度末で15.61㎡/人と県の目標を下回っている。

地 元 の
推進体制等

・地権者で構成する「新青森県総合運動公園建設等対策協議会」の協力の下、用地買収については全て終
了している。

a  ． b 

効 率 性

（通常のＢ／Ｃでは算定されない効果がある場合、又はＢ／Ｃが算定されない事業の効果がある場合に記入）
（その他事業手法の適切性等を記入）

－

（３）　費用対効果分析の要因変化 Ａ Ｂ Ｃ

区  分 主  な  項  目 再評価時（3回目） 再評価時（4回目） 増　　減

費用項目
（Ｃ）

（１）建設費 93,269 百万円 108,542 百万円 15,273 百万円

（２）維持管理費 15,710 百万円 22,708 百万円 6,998 百万円

（３） 百万円 百万円 0 百万円

0 百万円

（５） 百万円 百万円 0 百万円

（４） 百万円 百万円

百万円

便益項目
（Ｂ）

（１）利用価値 73,261 百万円 83,900 百万円 10,639 百万円

総 費 用 108,979     百万円 131,250     百万円 22,271

3,475 百万円

（３）防災価値 29,323 百万円 37,246 百万円 7,923 百万円

（２）環境価値 13,292 百万円 16,767 百万円

0 百万円

（５） 百万円 百万円 0 百万円

（４） 百万円 百万円

計画時との比較

【計画時との比較における要因変化】

a  ． b

・事業採択時には、費用対効果分析は行っていない。
・本マニュアルが第３版から第４版へ改訂となり、部分供用がある場合における便益計測対象期間の見直
し、及び便益・費用を基準年次の実質価格に変換するためＧＤＰデフレーターを使用したことによる便益
の増。
・陸上競技場の完成に基づく事業費の精査、及び新水泳場の入札結果による建設費の増、維持管理費の将
来見込みの増。

百万円

Ｂ ／ Ｃ 1.06 1.05

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

【費用対効果分析手法】（分析手法、根拠マニュアル等）

a  ． b 
・「改訂第４版大規模公園費用対効果分析手法アニュアル」（平成29年4月国土交通省都市局公園緑地・
景観課（平成30年8月一部改訂））による。
・本マニュアルは、面積10haを超える大規模な公園を対象とする都市公園整備の費用（Ｃ）による効果を
直接利用価値（旅行費用法）及び間接利用価値（効用関数法）の便益（Ｂ）で評価するものである。

総 便 益 115,876     百万円 137,913     百万円 22,037



・ ・

・ ・

（１）対応状況 ●配慮している ○配慮していない

（２）区　分

○ 農林地等の緑地や植生の改変 ● 地形や地盤の改変 ○ 水系や水辺の改変

○ 海域の改変 ● 建設機械の稼働 ● 土砂等の搬出・搬入

● 廃棄物処理等 ○ ○ 基礎や地下建造物の建設

○ 低層建築物の建設 ● 高層建築物・大規模施設等の建設に係る環境配慮

○ 高架構造物の建設 ○ 海底・海中建造物の設置や建設

（３）特に配慮する対応内容

（３／３）

整理番号 R2－8

代 替 案

【代替案の検討状況】

a  ． b 

・現総合運動公園での運動施設拡張区域については、三内丸山遺跡の保存・活用への転換を図るため、工
事を中止したことにより、県下においてそれに代わる広域的利用に供される大規模な運動公園がないこと
から、当該箇所に機能移転したものである。

（５）　評価に当たり特に考慮すべき点 Ａ Ｂ Ｃ

（４）　コスト縮減・代替案の検討状況 Ａ Ｂ Ｃ

コスト縮減

【コスト縮減の検討状況】
　

a  ． b 

・幹線園路及び駐車場の舗装に再生アスファルト合材を使用。
・園路及び駐車場の路盤や構造物の基礎砕石に再生砕石を使用。
・「球技場」のフィールド部分について芝の維持費を抑制するために「省管理型高麗芝」を使用。
・「陸上競技場」の大屋根工事について、仮設材を削減及び工期を短縮するため、大型移動ステージ工法
を採用。

環境影響
への配慮

【開発事業等における環境配慮指針への対応】

a  ． b 

道路(車歩道),雨水排水路の設置

・現況地形を極力生かした、造成、施設配置とし、公園全体にわたり植樹、芝等の植生を実施して緑地の
保全に配慮している。
・公園内に調整池を配置し、下流域への水害対策を講じている。
・水源保護地区に指定されているため、基礎工事や土砂搬入への対策を講じるとともに、施工中は地下水
の調査を並行して実施した。

地域の立地特性

青森市：特別豪雪地域

住民ニーズの
把握状況

【住民ニーズの把握方法】 【住民ニーズ・意見】

a  ． b 

・総合体育館内にアンケート箱を常設
・要望（競技団体、利用者等）
・ホームページ上に「お客様の声」の項目を設定
・パブリックコメントを実施

・県及び全市町村の体育協会（40団体）、各競技団
体（57団体）から、陸上競技場をはじめとする県有
体育施設の整備推進について要望が出されている。
・パブリックコメントにより、屋内50m公認プールの
早期整備等の意見が出されている。

休止

評価理由

・県民のスポーツに対するニーズの多様化・高度化への対応、また高齢化社会に対応するための憩いの空間を確保、
さらには令和7年度に予定されている国スポの競技施設基準に適合した施設の整備という目的から、引き続き事業の推
進を図る必要がある。

備    考

４　公共事業再評価等審議委員会意見

３　対応方針（事業実施主体案）

総合評価 ● 継続 ○ 計画変更 ○ 中止 ○

委員会意見 ● 対応方針（案）どおり ○ 対応方針（案）を修正すべき

委員会評価 ● 継続 ○ 計画変更

評価理由

（委員会意見が「対応方針（案）を修正すべき」の場合に記載）

○ 中止 ○ 休止

附帯意見

（附帯意見がある場合に記載）
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